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保
障
り
本
質
に
つ
い
て

第
ニ
十
巻

(
第
五
挽
一
一

O
)

"‘ J、

保
険
の
本
質
に
4つ

U 、

て

ノj、

島

昌

太

夏目

私
は
嘗

τ「
保
険
ト
経
済
』
ピ
題
す
る
著
書
を
会
に

L
た
ご
き
に
、
保
険
の
本
質
を
説
明
し
た
る
の
も
‘
之
を
定

義
し
て
突
の
如
〈
に
言
う
た
。

保
険
ご
は
、
経
済
生
活
を
安
固
な
ら

L
む
る
が
潟
め
に
、
多
数
的
経
済
主
健
が
図
結

Lτ
、
大
数
法
の
原
則

仁
従
ひ
、
最
も
経
済
的
に
共
通
準
備
財
産
を
作
成
す
る
仕
組
で
ゐ
る
。

却
も
、
私
り
見
る
所
に
よ
れ
ば
、
保
険

ω本
質
に
は
、
こ
の
共
通
準
備
財
産
の
作
成
正
い
ふ
ニ
ご
が
、

そ
の
根

底
を
な
す
も
の
だ
ご
忠
ふ
り
で
ゐ
る
。

そ
れ
故
仁
、
私
は
、
右
の
著
書
に
於
て
、
そ
の
然
る
所
以
を
謀
説
し
、
且

う
共
通
準
備
財
産
な
る
も

ω、
意
味
を
十
分
に
誤
解
な
き
殺
度
に
於
て
越
ぺ
て
置
い
た
積
り
で
ゐ
る
が
、
数
年
後

の
A
I
目、

こ
の
自
分
の
著
書
を
夏
め

τ讃
ん
で
見
る
ご
、
保
険
の
本
質
に
つ
い
て
私
の
考
へ
て
居
る
所
に
は
・

伊I

等
の
擾
化
が
な
い
が
、
そ
の
説
明
は
専
ら
経
済
上
の
本
質
の
み
に
重
き
を
置
き
仕
る
潟
め
、
法
律
上
に
見
は
れ
た

る
そ

ω性
質
ピ
こ
の
経
済
上

ω本
質
正
の
聯
絡
仁
ウ
レ
て
の
説
明
が
、
甚
万
簡
軍
に
過
ぎ
た
ご
思
は
れ
る
o

ょっ



て
、
法
的
規
定
の
上
に
見
は
れ
た
る
保
険
の
諸
相
を
専
ら
法
律
的
意
義
に
於
て
の
み
観
察
す
る
人
に
は
、
私
の
設

が
理
解
せ
ら
れ
な
い
虞
れ
ゐ
る
喧
}
ご
に
気
付
い
允
か
ら
、
こ
、
に
数
年
前
の
論
文
に
つ
き
若
干
の
補
充
的
説
明
を

加
へ
ゃ
う
ご
忠
ふ
。ーー

共
通
準
備
財
斉
ご
い
ム
は
、
多
数
の
人
々
が
共
同
の
目
的
の
勉
め
に
積
立
て
た
る
財
産
で
あ
っ
て
、

そ
の
特
定

の
目
的
事
項
仁
つ
い
て
は
、

一
定
の
僚
件
の
下
に
、
彼
等
が
経
済
準
備
ご
[
て
之
を
役
立
た

L
む
る
こ
ど
を
得
る

財
産
で
あ
る
o

即
ち
、
そ
の
特
定
目
的
仁
関
す
る
範
囲
内
に
於

τは
、
彼
等
に
共
通
な
る
準
備
財
産
で
あ
る
か

ら
.
か
〈
の
知
〈
名
づ
〈
る
の
で
あ
る
。

こ
の
共
通
準
備
財
産
な
る
も
の
を
作
成
す
る
ニ
吉
、
こ
れ
が
保
険
本
質
の
根
底
で
あ
る
吉
、
私
は
認
む
る
の
で

あ
る
が
.

ぞ
れ
は
言
ふ
ま
で
も
な
〈
、
経
済
上
の
貸
質
に
つ
い
て
の
観
察
で
あ
っ
て
、
法
律
上
の
意
味
に
於
τ
h
r

、
る
見
解
を
ご
っ
て
居
る
の
で
は
な
レ
。

元
来
、
法
律
に
於

τ、
枇
曾
事
象
台
規
定
す
る
に
つ
い
て
は
、
法
律
技
術
に
よ
り
て
組
み
立
て
ら
れ
た
る
全
般

的
法
枠
組
織
の
系
統
に
之
を
織
h
込
む
た
め
に
、
規
定
目
的
た
る
各
枇
曾
事
象
に
は
、

一
定
の
性
質

z
一
定
の
形

態
、
己
が
立
法
者
に
よ
り
て
奥
へ
ら
る
、
の
で
あ
る
。
立
法
者
は
、
国
よ
り
、
そ
の
奥
う
る
所
の
性
質
ピ
形
態
ご

前

手E

保
険
り
本
質
に
つ
い
て

第
二
十
巻

(
弟
五
競

一一) 

凡
凡
三
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保
険
白
本
質
に
つ
い
て

第
二
十
巻

(
第
五
娘
一
一
一
一
)

凡
入
四

が
、
規
定
目
的
た
る
事
象
の
本
来
り
性
質
ご
形
態
ご
の
忠
買
な
る
復
寝
た
ら
ん
こ
さ
を
期
す
る
の
で
あ
る
が
、
併

し
ま
た
法
律
技
術
は
総
て
の
規
定
を
或
る
統
一
的
な
る
型
に
営
て
は
め
る
こ
ご
を
要
求
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ

の
た
め
仁
、
規
定
に
見
以
れ
柁
る
枇
曾
事
象
の
諸
相
以
、
必
す
し
も
、

を

ω本
来
の
性
質
ご
形
態
Z
の
委
に
於
て

出

τ居
な
い
ニ
三
も
あ
る
。

か
〈
の
如
き
は
、
成
文
法
主
義
の
法
制
の
下
に
於
て
、
特
に
著

L
い
品
柄
で
あ
る
o

ぞ
の
結
果
ざ
し
て
、
経
済
事
象
の
如
き
も
、

そ
の
法
律
上
の
性
質
Z
経
済
上
の
賓
質
ピ
が
必
や
し
も
同
一
で
な
い

こ
ご
が
ゐ
品
。
保
険
に
於
け
る
共
通
準
備
財
産
の
作
成
ご
い
ふ
が
如
き
こ
芭
も
、
亦
そ
の
一
一
例
で
あ
る
。

一一

保
険
の
賀
行
に
つ
い
て
の
法
律
上
の
形
態
仁
は
、
忍
法
閲
係
に
於
て
行
は
る
、
も
の
に
、
相
互
主
義
(
非
笹
利

主
義
)

ωも
の
正
、
管
利
主
義

ωも
の
ご
が
め
っ
て
.

そ
し
て
前
者
に
は
ま
た
組
合
の
形
態
に
於
工
行
は
る
、
も

の
ご
、
請
は
ゆ
る
相
互
曾
枇
の
形
態
に
於
て
行
は
る
、
も
の
ご
が
あ
り
、
後
者
に
も
佃
人
の
径
利
事
業
芭
じ

τ行

は
る
、
も
の
ご
、
株
式
命
日
一
祉
の
帆
営
利
事
業
ご
し
て
行
は
る
、
も
の
己
が
あ
る
。
我
闘
い
於
て
は
、

そ
の
う
も
相
互

曾
枇
ご
株
式
曾
批
正
に
け
が
保
険
を
行
ふ
こ
ご
を
許
さ
れ
て
目
的
る
の
は
、
夏
め
て
言
ふ
ま
で
も
な
い
。

保
険
は
共
通
準
備
財
産
を
作
成
す
る
も
の
で
あ
る
ご
い
ふ
、

そ
の
経
済
上
の
本
質
に
、
法
律
上
の
性
質
が
合
致

Lτ
居
な
い

ωは
、
総
て
の
経
管
形
態
の
も
の
仁
於

τ
さ
う
な
っ
て
居
る
の
で
ゐ
る
が
、

一
見
そ
の
最
も
著
し
き



も
の
は
、
個
人
事
業
Z
し
て
の
保
険
ご
株
式
品
目
枇
事
業
ご
し
て
の
保
険
正
で
あ
る
o
併
し
前
者
は
、
我
困
法
に
於

て
認
め
ら
れ
て
居
な
い
ー
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
、
に
は
専
ら
株
式
合
祉
の
饗
利
事
業
た
る
保
険
に
つ
い
て
通
ぶ
る

こ
己
、
す
る
。

ニ
の
場
合
に
あ
ち
で
は
、
保
険
者
た
る
株
式
曾
赴
が
資
本
間
鵠
己
し
て
株
主
に
よ
h
て
組
織
せ
ら
れ
、
そ
れ
が

一
つ
の
法
人
格
を
有
し
、
株
主

ω
出
資
よ
り
成
る
所
の
資
本
が
そ
の
固
有
の
財
産
で
あ
っ

τ、
之
を
信
用
の
基
礎

z
L
て
保
険
加
入
者
を
集
め
、
唱
』
れ
に
よ
'
り
て
「
保
険
閲
鰹
』
|
|
準
君
に
よ
り
て
は
「
危
険
制
鰭
』

(pp宵
叫

2
2国

』

R
E
Eげ
)
ぜ
い
ふ
も

ωも
あ
る
1
i
な
る
も
の
を
抽
象
的
に
形
成
す
乙
の
で
ゐ
る
。
故
に
ニ
の
場
合
の
保
険
閤
樫

は
株
式
曾
枇
己
い
ふ
資
本
閲
慢
己
は
自
ら
別
の
も
の
で
あ
っ
て
、

そ
れ
は
回
よ
り
法
律
上
具
時
的
問
髄
ご

L
て
存

在
し
て
居
る
の
で
は
な
く
、
主
た
勿
論
法
人
格
を
有
っ
て
居
る
の
で
は
な
い
。
従
っ
て
、
之
は
、
法
律
上
、
権
利

義
務
の
ま
憧
た
り
待
F
る
も
の
で
、
何
等
の
財
産
を
有

L
得
る
も
の
で
は
な
い
。

ま
た
保
険
加
入
者
が
1
|
保
険
図
飽
な
る
も
の
を
、
質
質
的
に
は
、
組
成
し
て
居
る
ご
認
め
ら
る
、
所
の
図
員

が
1
|
保
険
者
に
支
梯
ム
所
の
保
険
料
な
る
も
の
は
、
我
商
法
の
規
定
に
よ
れ
ば
『
報
酬
』
ご
認
め
ら
る
、
も
の
で

あ
っ
て
、
保
険
者
は
加
入
者
、
即
ち
商
法
の
謂
は
ゆ
る
保
険
契
約
者
、

に
劃
す
る
花
法
上
の
義
務
古
し
で
は
、
何

等
こ
の
『
報
酬
』

ω底
分
に
つ
い
て
束
縛
せ
ら
る
、
所
は
な
い
。

故
に
法
律
上
に
於

τは
、
加
入
者
が
一
旦
保
険
料
ご
し
て
保
険
者
に
支
耕
ひ
た
る
も
の
は
、
杢
然
保
険
者
の
財

君主

苑

保
険
山
本
質
に
ワ
い
て

第
二
十
栓

(
第
五
掛
-
一
三
、

入
λ
五



設

JIIl 

保
険
の
本
質
に
つ
い
て

第
二
十
巻

(
第
五
規
一
一
回
)

入
八
六

産
ざ
な
り
、

そ
れ
は
、
仲
立
人
の
報
酬
、
問
屋
の
報
酬
、
運
法
取
扱
人
の
報
酬
な
ど
正
、
同
じ
性
質
の
『
報
酬
』
で

あ
っ
て
、
そ
の
総
て
を
適
法
行
潟
に
よ
り
て
如
何
様
に
廃
分
す
る
古
も
、
勿
論
法
律
上
無
放
た
る
こ
ご
な
〈
、
私

法
上
に
於

τは
、
之
が
底
分
又
は
管
理
に
つ
き
何
等
の
義
務
を
負
は
ぎ
る
も
の
で
あ
る
o

た
い
保
険
者
が
負
指
す

る
所
の
義
務
は
、
保
険
契
約
に
於
て
定
め
ら
れ
た
る
一
定
事
項
心
場
合
に
、
保
険
金
の
支
梯
を
な
す
こ
ご
だ
け
で

あ
る
。
故
に
、
保
険
者
が
、
縦
ひ
保
険
料
の
積
立
を
な
す
ご
も
、

正
れ
は
法
律
上
、
保
険
者
の
財
産
ご
な
る

ω
で

あ
っ
て
、
保
険
幽
憶
の
財
産
で
は
な
く
、
ま
た
加
入
者
の
共
有
財
産
で
も
な
い
。

四

併
し
乍
ら
・
若

L
保
険
者
が
加
入
者
よ

h
受
領
す
る
所
の
保
険
料
な
る
も
の
を
以
て
、

そ
の
総
て
を
純
然
た
る

「
報
酬
』
己
看
倣
し
、
任
意
に
之
を
蕗
分
し
て
仕
舞
ふ
な
ら
ば
、
保
険
金
支
排
の
義
務
は
何
に
よ
ち
て
之
を
履
行
す

る
こ
ご
が
出
来
る
か
o

保
険
者
が
、

か
く
の
如
、
き
こ
Z
を
な
さ
ば
、
そ
こ
に
「
保
険
の
経
笹
』
な
る
も
の
は
会
〈
な

〈
、
「
保
険
」
が
到
底
賀
行
せ
ら
れ
得
な
レ
こ
正
は
明
か
な
る
所
で
あ
る
。
保
険
の
経
替
に
於
て
は
、
保
険
者
は
、

商
法
に
於
て
『
報
酬
』
ご
認
め
ら
れ
て
居
る
所
の
加
入
者
よ
り
受
領
す
る
金
額
の
う
も
、
純
保
険
料
に
嘗
る
部
分

事
業
経
営
に
要
す
る
費
用
を
除
、
き
た
る
も
の

1
1
は
、
保
険
金
支
梯
の
準
備
さ
し

τ必
宇
之
を
蓄
積
せ
ね
ば
な

ら
ぬ
。

二
れ
は
法
律
の
規
定
が
如
何
様
じ
め
ら
う
ご
も
、
保
険
の
本
質
上
、
蛍
然
仁
然
か
ゐ
る
べ
き
性
質
の
も
の



で
、
然
る
に
あ
ら
、
ぎ
れ
ば
、
最
早
や
「
保
険
」
で
は
な
い
。

故
に
、
法
律
は
、
私
法
閥
係
ご
し
て
は
、
商
法
に
於
て
保
険
料
を
報
酬
ご
見
倣
L
、
保
険
契
約
者
に
劃
す
る
義

務
さ
し
て
保
険
者
が
之
を
積
立
つ
る
こ

F
T要
す
る
旨
を
規
定
し
て
は
居
な
い
が
、
保
険
事
業
に
閲
す
る
益
法
規

定
に
於
て
は
、
保
険
の
本
質
は
明
か
に
之
に
反
映

L
て
居
勺
て
、
保
険
者
は
、
加
入
者
よ
り
受
領
す
る
金
額
の
う

も
純
保
険
料
に
営
た
る
部
分
は
、
之
を
積
立
つ
あ
こ

F
f要
す
る
旨
を
規
定
し
、
そ
の
積
立
金
は
責
任
準
備
金
ご

し
て
、
之
が
計
算

ω基
礎
並
び
に
そ
の
保
管
蓮
用
に
つ
き
、
加
入
者
の
利
盆
を
保
護
す
る
目
的
を
以

τ、
各
棟
の

目
白
法
的
義
務
を
負
捻
せ
し
め
て
居
る
。
帥
も
、
我
保
険
業
法
ご
同
法
施
行
規
則
子
宮
見
れ
ば
、
商
法
に
於
て
車
純

に
「
報
酬
」
己
し

τ加
入
者
よ
り
受
領
す
る
所

ωも
の
に
つ
い
て
、
保
険
者
が
加
入
者
の
利
盆
の
匁
め
に
如
何
に
多

〈
の
公
法
上
の
義
務
の
下
に
置
か
れ
て
あ
る
か
い
V

わ
か
る
で
あ
ら
う
。

き
れ
ば
、
責
任
準
備
金
は
、
法
律
上
に
於

τは
明
か
じ
保
険
者
の
財
産
で
あ
る
が
、
そ
の
経
済
土
の
資
質
に
軍

つ
て
は
、
比
品
川
で
も
な
〈
形
容
で
も
な
〈
、
異
質
に
加
入
者
会
員
の
共
通
準
備
財
産
た
る
の
で
あ
っ
て
、

i'k 
f:ji 

は
、
た
い
γ

法
律
按
術
上
の
統
一
的
な
る
型
に
は
め
込
む
が
第
め
に
、
之
を
保
険
者
の
財
産
ご
な

L
、
加
入
者
が
沸

込
む
も
の
は
、
保
険
者
が
保
険
金
支
拐
の
義
務
を
負
借
問
す
る
に
謝
す
る
報
酬
ご
し
た
の
で
あ
る
。

殊
に
、
保
険
業
誌
に
於
て
、
「
生
命
保
険
ニ
在

y
-
7
』
保
険
契
約
者
又
ρ

保
険
金
ヲ
受
取
ル
イ
キ
者
三
被
保
険

者
ノ
魚
メ
ニ
積
立
ア
タ
片
金
額
-
一
ツ
キ
曾
祉
財
産
ノ
上
=
優
先
棒
ヲ
有
1

」
£

ν
ム
忍
法
的
規
定
を
設
り
て
、
商

設

苑

保
険
白
木
質
に
づ
い
て

第
二
十
巻

(第
E
統
一
一
宜
)

λ
λ

七



説

手E

保
険
の
木
質
に
つ
い
て

第
二
十
容

(
第
五
抗
一
一
六

ヘ
八
入

法
の
規
定
を
補
充
し
て
居
る
が
如
き
は
、
保
険
者
が
加
入
者
よ
り
受
領
す
る
所
の
金
額
の
総

τが
純
然
た
る
報
酬

• 
(
開
口
同
向
。
一
円
)
で
は
な
〈
、
少
く
吉
も
ぞ
の
一
部
は
、
賞
質
上
、
酸
金
(
回
。
昨
日
間
)
で
ゐ
っ
て
、
而
し

τ之
が
積
立
よ
り

成
る
財
産
は
経
済
上
の
質
質
に
於
て
加
入
者
会
員
の
共
通
準
備
財
産
た
る
こ
ご
を
設
も
よ
く
反
映
し
た
る
も
の
で

あ
る
。
或
は
炉
、
る
規
定
一
炉
、

た
い
生
命
保
険
の
み
に
閲
し
て
存
存
し
、
損
害
保
険
に
就
い
て
錬
如
し
て
居
る
勅

よ
h
見
て
、
保
険
が
共
通
準
備
財
産
を
作
成
す
る
仕
組
で
ゐ
る
古
い
ふ
こ
ご
は
、
縦
ひ
生
命
保
険
に
於
て
は
、
之

を
認
め
得
て
も
、

一
般
の
保
険
に
活
中
る
槻
察
ご
し
て
は
嘗
ら
古
る
も
の
で
あ
る
ご
考
う
る
も
の
が
ゐ
る
な
ら

ば
、
そ
は
俄
'
り
に
法
律
の
規
定
に
執
着
す
る
所
の
世
間
浅
な
る
見
解
で
あ
る
ご
い
ふ
の
外
は
な
い
。
損
害
保
険
に
開

之
ご
同
様
の
規
定
を
紋
(
は
、

こ
の
械
の
保
険
に
あ
り
て
は
、

そ
の
賀
行
上
、
保
険
期
聞
が
概
ね
短
期
間

L
て、

で
あ
っ

τ、
生
命
保
険

ω如
〈
、
数
十
年
の
氷
雪
に
亘
る
ニ
イ
」
な
〈
、
従
つ

τ、
保
険
契
約
が
概
ね
短
期
間
に
終

了
す
る
が
縛
め
~
法
律
技
術
上
、
加
入
者
の
利
盆
を
保
護
す
る
上
に
於

τ、
必
中
し
も
か
、
る
規
定
を
設
く
る
の

要
を
認
め
ぎ
る
に
由
る
の
で
ゐ
る
。

五

夏
に
、
保
険
じ
は
、
保
険
料
の
挑
込
み
に
つ
き
、

謂
は
ゆ
る
賦
課
手
緩

(
C
E
F
m
2
2
F
F
S
)
な
る
も

ωι
よ

る
も
の
が
ゐ
る
。
之
は
、

そ
の
保
険
因
岨
胞
に
於
て
現
買
に
支
梯
必
要
の
生
じ
た
る
侭
険
金
ぞ
一
定
の
期
間
(
例
へ



ば
六
ヶ
月
叉
は
一
ヶ
年
間
)
積
算
し
て
、
そ
の
期
間
の
終
に
之
を
各
加
入
者
に
割
嘗
て
、
そ
の
職
金
負
擦
を
決
定

し
、
之
を
彼
等
に
賦
課
徴
牧
す
る
こ
に
を
云
ふ
の
で
あ
る
。
か
、
る
賦
謀
手
続
に
よ
る
保
険
の
あ
る
』
』
ご
を
見

て
、
若
し
、
保
険
は
共
通
準
備
尉
産
を
作
成
す
る
も
の
で
あ
る
古
い
ふ
見
解
を
以
て
、
保
険
一
般
仁
遁
宇
る
本
質

の
設
明
ピ
仁
て
嘗
ら

g
る
も
の
で
あ
る
正
見
倣
す
も
の
が
あ
る
な
ら
ば
、

そ
は
か
、
る
手
紙
を
ど
る
保
険
の
寅
際

の
手
棋
を
知
ら
Tc
る
も
の
ご
言
は
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

元
来
、

こ
の
賦
課
手
績
な
る
も
の
は
、
原
始
的
紋
態
に
於
け
る
保
険
に
於
て
の
み
見
る
所
で
あ
り

τ、
現
代
的

保
険
に
は
金
〈
之
れ
な
き
所
で
あ
る
。
現
代
的
保
険
に
於
て
は
、
保
険
金
の
支
梯
ひ
義
務
蛇
び
に
そ
の
金
額
を
決

定
す
る
所
の
偶
然
な
る
事
件
に
つ
き
、
大
数
法
の
原
則
に
従
ひ
、
蓋
然
率
を
見
出
し
て
、
之
仁
よ
b
て
、
不
特
定

多
数
の
加
入
者
よ
り
徴
敬
す
る
保
険
糾
の
総
額
を
以
て
、
彼
等
仁
封
L
て
支
梯
ふ
-
』
ご
を
要
す
乙
仁
至
る
保
険
金

の
総
額
に
充
て
、
過
不
足
な
き
を
得
る
所
の
、
合
理
的
な
る
保
険
料
率
を
算
定
し
、

之
を
基
礎
芭
し
て
各
加
入
者

よ
ら
保
険
料
を
前
牧
し
て
保
険
事
業
を
行
ふ
の
で
あ
る
。
故
に
A

管
理
的
料
率
の
存
在
己
い
ふ
こ
ご
が
、

現
代
的
保

険
の
特
徴
で
あ
る
ご
共
に
‘
保
険
料
の
前
牧
ご
い
ふ
こ
ご
が
叉
そ
の
通
性
で
あ
る
。

原
始
的
保
険
の
時
代
に
あ
h
て
は
、
枇
合
成
員
間
の
経
済
関
係
も
未
V
H
十
分
に
畿
日
遅
せ
?
、
偶
然
に
後
生
す
る

事
件
に
つ
い
て
そ
の
蓋
然
率
を
見
出
す
べ
き
統
計
材
料
も
具
備
し
居
ら
す
、
各
種
の
科
事
も
進
歩
し
て
居
ら
な
か

つ
犯
が
矯
め
仁
、
右
の
如
き
令
理
的
料
俸
を
見
出
す
こ
古
が
出
来
な
か
っ
た
。
従
っ
て
そ
れ
は
合
理
的
料
率
を
基

設

事包

保
険
の
本
質
忙
つ
い
で

第
=
十
巻

(
第
五
腕
一
一
士
)

八
八
九



設

苑

保
険
品
岡
本
質
に
つ
い
て

第
二
十
巻

(
第
五
競
一
一
八
)

八
九

O

礎
ぜ
せ

5
る
も
の
で
あ
っ
た
が
ら
、
縦
ひ
保
険
料
前
牧
主
義
に
よ
h
て
之
を
行
ふ
て
も
、
、
そ
の
保
険
圏
健
に
於
て

徴
牧
す
る
所
の
保
険
料
の
金
也
を
以
て
、
加
入
者
に
支
梯
ふ
べ
き
保
険
金
の
締
額
を
充
L
得
る
や
否
や
は
全
〈
不

確
定
で
あ
っ
て
、
会
〈
暗
中
模
索
的
の
経
笹
た
る
の
外
な
か
っ
た
。
故
に
か
、
る
獄
態
の
下
に
あ
b
て
は
、
保
険

料
前
牧
主
義
に
代
へ
て
、
或
は
前
越
の
如
、
さ
賦
課
方
法
令
」
専
ら
採
用
し
た
る
も
の
が
あ
h
、
或
は
保
険
料

ω
一
部

分
は
之
を
前
牧
し
、
曲
甥
'
り
の
部
分
は
之
を
賦
課
す
る
の
方
法
そ
採
用
す
る
も
の
も
あ
っ
た
。

専
ら
賦
課
方
法
の
み
に
よ
る
も
の
は
、
非
倍
利
的
な
る
組
合
組
織
の
原
始
的
保
険
に
多
〈
見
る
所
で
あ
っ

τ、

ご
の
場
合
に
於
て
は
、
組
令
員
は
加
入
ご
共
に
一
定
の
憾
金
(
加
入
金
)
を
支
梯

ο、
之
を
組
合
財
産
己
な
し
、
保

険
金
は
、
そ
の
支
梯
必
要
の
生
や
る
毎
に
、
先
づ
之
よ
り
支
抗
日

ω、
賦
謀
手
続
に
よ
り
て
徴
牧
す
る
所
の
帳
金
は
、

保
険
金

ω支
梯
ひ
に
よ
り
て
減
少

L
た
る
組
合
財
産
を
、
そ
の
一
冗
の
金
額
に
回
復
す
る
に
充
て
る
の
で
ゐ
る
。
故

に
こ
の
場
合
に
あ
h
て
は
、
組
合
財
産
が
明
か
に
組
合
員
の
共
通
準
備
財
産
で
あ
る
。
か
〈
の
如
き
仕
組
み
は
、

現
代
的
保
険
成
立
以
前
に
於
け
る
各
種
の
相
互
扶
助
組
合
に
行
は
れ
た
る
の
み
な
ら
十
、
今
日
に
於
て
も
、
原
始

的
保
険
そ
の
催
の
委
に
於
て
遣
れ
る
も
の
、
又
は
新
ら
た
に
試
み
ら
れ
た
る
保
険
に
し
て
未

r合
理
的
料
率
を
見

出
し
得
5
る
も
の
に
之
れ
あ
る
所
で
あ
る
。

保
険
料
を
一
部
分
前
牧
し
、
曲
捜
部
を
賦
課
す
る
方
法
は
、
非
勝
目
利
的
扶
助
組
合
に
於
て
も
行
は
れ
、
又
初
期
の

替
利
保
険
に
於
て
も
行
は
れ
た
る
所
で
ゐ
る
が
、
こ
の
場
合
に
於
て
は
、

ヲ
ぞ
の
前
股
L
た
る
保
険
料
の
積
立
が
、



z
h
も
碇
Z
A
V
加
入
者
の
共
通
準
備
財
産
で
ゐ
る
o

故
に
こ
の
賦
課
手
続
の
保
険
は
、
ま
た
後
挽
保
険
料
式
E
も
い
は
る
、
け
れ
ど
も
、
保
険
金
は
一
定
の
期
間
そ

の
支
梯
ひ
が
留
保
せ
ら
る
、
の
で
は
な
〈
て
、
加
入
金
叉
は
前
牧
保
険
料
の
積
立
よ
り
成
る
所
の
基
金
若
〈
は
其

他
の
方
法
に
よ
り
て
つ
〈
ら
れ
た
る
基
金
よ
ち
、
そ
の
支
携
の
必
要
の
生

ιた
る
ご
き
毎
に
支
梯
は
れ
、

定
吃〉

期
間
毎
に
之
を
埋
め
合
す
縛
め
に
保
険
料
が
謀
徴
せ
ら
る
、
仕
組
た
る
の
で
あ
る
。
故
に
こ
の
場
合
に
於
て
も
、

共
通
準
備
財
産
た
る
も
の
は
常
に
存
在
す
る
の
で
あ
っ
て
、
者
し
然
ら

F
れ
ば
、
保
険
金
の
支
梯
は
、
保
険
料
の

徴
牧
の
終
る
時
期
ま
で
留
保
せ
ね
ば
な
ら
宇
、

か
〈
て
は
到
底
加
入
者
を
満
足
せ
し
な
る
こ
ご
が
出
来
な
〈
て
、

保
険
は
成
立
す
る
こ
Z
を
得
な
い
。
私
の
知
る
限
、
り
に
於
て
は
、

炉
、
る
保
険
金
支
拐
の
留
保
の
あ
る
例
は
存
在

し
な
い
。

そ
は
ご
も
か
〈
、

こ
の
賦
課
手
績
の
も
の
は

合
理
的
料
率
を
見
出

L
得
F
る
原
始
的
朕
態
の
保
険
に
於
て

は
、
己
む
を
得
予
行
は
れ
た
る
も
の
で
あ
る
が
、
併
し
こ
の
仕
組
に
於
て
は
、
加
入
者
の
負
擦
が
確
定
せ
ぎ
る
侠

貼
あ
る
さ
共
に
、
愈

t
醸
金
梯
込
の
際
に
至
っ
て
そ
の
義
務
を
履
行
し
得

F
る
加
入
者
を
生
命
ヲ
る
-
」
ご
が
あ
っ
て
、

保
険
金
支
携
の
基
礎
の
不
確
定
な
る
こ
ぜ
は
、
漠
然
た
る
見
込
に
よ
b
て
料
率
を
定
む
る
所
の
保
険
料
前
梯
主
義

の
も
の
さ
殆

E
揮
ぷ
所
は
な
い
。
そ
れ
故
に
、

こ
の
賦
課
手
続
の
保
険
は
、
特
殊
の
例
外
の
場
令
、
例
へ
ば
園
家

の
強
制
仁
よ

b
て
行
は
る
、
場
〈
円
ご
か
叉
は
組
令
員
相
互
の
物
的
信
用
が
頗
る
輩
回
で
め
る
場
合
ど
か
、

の
外
は

前

斑

保
険
の
本
質
に
可
い
て

第
二
+
容

(
第
五
杭

九

J、
九



(
第
五
班

殆
ど
何
れ
も
久
し
き
寅
行
性
を
有
た
な
か
っ
た
。
然
る
に
合
理
的
料
率
を
算
一
定
す
る
の
材
料
が
備
は

h
、
之
に
よ

;吃

施

保
険
の
本
質
に
ワ
い
て

第
二
十
巻

。
A 
九

っ
て
保
険
が
行
は
る
、
様
仁
な
っ
て
か
ら
は
、

こ
の
賦
課
手
藤
正
い
ふ
が
如
き
迂
廻
的
に
し
て
且
つ
支
抑
義
務
不

履
行
の
虞
あ
る
所
の
経
倍
方
法
を
ご
る
の
要
な
く
、
初
め
よ
h
加
入
者
の
負
携
を
確
定

L
而
も
保
険
金
支
梯
の
基

礎
を
確
貨
な
ら
し
む
る
所
の
謂
は
ゆ
る
保
険
料
主
義
(
司
L
E
2
2
b
r
g
)
が
一
般
に
行
は
る
、
、
様
に
な
っ
た
の

で
あ
っ

τ、
而
し
て
之
に
よ
b
て
、
保
険
が
始
め
て
確
貫
な
る
賀
行
性
を
有
す
る
こ
こ
、
な
っ
た
の
で
あ
る
。
郎

も
現
代
的
保
険
に
於
て
は
、
大
数
法
の
原
則
に
よ
り
て
算
出
さ
れ
た
る
保
険
料
の
前
挽
ご
い
ふ
こ
己
が
、

z. 
の

つ
の
逓
性
ぜ
な
っ
た
の
で
あ
る
。

か
の
海
上
保
険
に
於
け
る
原
始
的
保
険
の
遺
物
吉
見
倣
す
べ
き
所
の
、

英
吉
利
不
定
期
般
主
の
組
織
す
る

〉
出
向
田
5
B同
印
。
内
百
円
可
又
は
〉
自
由
ω
E
B
H
(い
一
号
正
い
は
阜
、
も
の
が
、
今
日
盆
l

p
イ
グ
の
保
険
又
は
株
式
曾
枇

の
保
険
に
そ
の
加
入
者
を
奪
は
れ
っ
、
あ
る
が
如
き
、
ま
た
濁
逸
の

m
O
N
E
-
o
 
d
ロ
P--ぐ
耳
切
目
。
『

2
5回開

に
於
け
る

恒
三
副
聞
の
〈
向
島
空
白
が
統
計
材
料
の
備
は
る
E
共
に
、
早
科
目
円
何
回
話
円
F
F円2
仁
盤
還
す
る
の
傾
向
を
一
石
し
つ
了
の
る

が
如
量
、
執
れ
も
、
賦
課
方
法
の
保
険
が
確
震
な
る
・
賀
行
性
を
有
せ
引
き
る
の
目
前
の
詮
左
で
あ
る
。

〔
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〕
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